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表紙

証券コード：5906

第68回　定時株主総会
招集ご通知

株主総会にご出席されない場合

インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使
くださいますようお願い申しあげます。
議決権行使期限
2024年６月17日（月曜日）午後５時まで

開催日時
2024年６月18日（火曜日）午前10時30分
受付開始：午前９時30分

開催場所
長野県千曲市大字雨宮1825番地
当社本社　厚生会館
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

決議事項
議案　剰余金処分の件
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株主各位

(証券コード:5906)
2024年５月31日

株 主 各 位
長野県千曲市大字雨宮1 8 2 5番地

代表取締役社長 丸　山　将　一

【当社ウェブサイト】　https://www.mkseiko.co.jp/ir/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第68回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼を申しあげます。
　さて、当社第68回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげま
す。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事
項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載して
おりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し
あげます。

（上記ウェブサイトにアクセスのうえ、「株主総会資料」を選択いただき、ご確認くだ
さい。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウ
ェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「エムケー精
工」又は「コード」に当社証券コード「5906」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧
書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資
料」欄よりご確認ください。）
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株主各位

■１ 日　　時 2024年６月18日（火曜日）午前10時30分（受付開始：午前９時30分）
■２ 場　　所 長野県千曲市大字雨宮1825番地

当社本社　厚生会館
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

■３ 目的事項 報告事項 １. 第68期（2023年３月21日から2024年３月20日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２. 第68期（2023年３月21日から2024年３月20日まで）
計算書類報告の件

決議事項 議案　剰余金処分の件
■４ 招集にあたっての

決定事項（議決権
行使についてのご
案内）

⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、
議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして
お取り扱いいたします。
⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行わ
れた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑶インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合
は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なもの
としてお取り扱いいたします。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行
使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年６月
17日（月曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

【インターネットによる議決権行使の場合】
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしてい
ただき、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力くだ
さい。
インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決
権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

【書面（郵送）による議決権行使の場合】
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着す

るようご返送ください。
敬具

記

以　上
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株主各位

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげ
ます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイ
トにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお
送りいたします。
電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、お送りする書面
には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しておりま
す。
①事業報告の「対処すべき課題」「主要な事業内容」「主要な営業所及び工場」「従業員の状況」「主
要な借入先の状況」「その他企業集団の現況に関する重要な事項」「会計監査人の状況」及び「業務
の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」

②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご
提出ください。

次ページの案内に従って、議案の
賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する
賛否をご表示のうえ、切手を貼ら
ずにご投函ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年６月18日（火曜日）
午前10時30分

2024年６月17日（月曜日）
午後５時入力完了分まで

2024年６月17日（月曜日）
午後５時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案
● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
● 反対する場合 「否」の欄に〇印

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

エムケー精工株式会社

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中エムケー精工株式会社
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力
することなく、議決権行使サイトにログインすることができ
ます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを
読み取ってください。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

エムケー精工株式会社

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中エムケー精工株式会社
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブ
の登録商標です。

見 本

見 本

エムケー精工株式会社

議決権行使ウェブサイトに
アクセスしてください。

1

以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

3

※操作画面はイメージです。

議決権行使書用紙に記載された
「ログインID・仮パスワード」を入力し
クリックしてください。

2

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9:00～21:00）
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当事業年度の事業の状況

事業報告（2023年３月21日から2024年３月20日まで）

1 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況
①　事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類移行により社会経
済活動の正常化が一段と進み、雇用や所得環境の改善、インバウンド需要の増加など、景気は
穏やかな回復の動きが見られました。その一方で、物価上昇の長期化に加え、ウクライナ情勢
や中東情勢をはじめとする地政学リスクに伴うエネルギー価格の高止まり、各国の金融引き締
め政策の影響による海外景気の減速見通しや不安定な為替相場など、依然として先行きが不透
明な状況が続いております。
当社グループが関連する業界におきましては、オート機器及び情報機器の分野では、設備投
資需要は高水準を維持したものの、生活機器の分野では、巣ごもり需要が一巡し、相次ぐ値上
げにより個人消費は節約志向が根強く残る状況が続きました。また、原材料価格をはじめとす
る各種コストの高騰による影響は今後も続くことが予測され、取り巻く環境は予断を許さない
状況が続いております。
このような状況の中、当社グループは外部環境の変化を前提とした強固な経営基盤の再構築
を引き続き進めながら、ＩＴ基盤、設計、生産体制の効率化を遂行し、グループ全体の最適化
とシナジー強化、収益力の向上に努めてまいりました。また、多様化するお客様のニーズやラ
イフスタイルに寄り添い高付加価値商品の研究開発に注力し、複眼的思考をもって顧客価値の
ある製品とサービスの提供に取り組んでおります。そして、当社グループをあげて、様々な課
題を“美・食・住”の視点から探求し、新しい事業、製品及びサービスのデザインを通じて、持
続可能な社会の実現を目指しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は284億７千４百万円（前期比4.2％増）、経常利益は

22億５千３百万円（前期比24.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益については、ライ
フ＆サポート事業において、原材料・エネルギー価格の高騰、販売数量減少に伴う工場稼働率
の低下等により収益性が低下し、これらの事業に係る固定資産について特別損失として減損損
失８億３千１百万円を計上したことから７億１千３百万円（前期比38.9％減）となりまし
た。
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当事業年度の事業の状況

セグメント別の状況は以下のとおりであります。
（モビリティ＆サービス事業）
主力の門型洗車機は、ＳＳ（サービスステーション）向けでは、政府助成事業による補助金
効果によって設備投資が活発となり、カーディーラー向けでは、整備の省力化に伴う需要を取
り込み、工場は一年を通して高稼働を続け、売上げが大きく伸長しました。また、オイル機器
についても、政府補助金効果により、ローリーの売上げは、好調であった前年度並みに推移し
ました。情報機器は主にＬＥＤ表示機を製造・販売しています。工事用保安機器は製品の機種
増が奏功し、売上げを伸ばしました。大型ビジョンに関しても大手顧客からの受注増により売
上げを伸ばしました。また、ＳＳ向け表示機は政府補助金効果で売上げが堅調に推移しまし
た。
この結果、モビリティ＆サービス事業の売上高は、195億５千６百万円（前期比5.4％増）
となりました。
（ライフ＆サポート事業）
主力製品の低温貯蔵庫や保冷米びつ、もちつき機などの家電商品は、需要の回復が見られず
売上げは低調に推移しました。一方、音響関連商品は、特定顧客向け製品の受注により売上げ
を伸ばしました。また、食品加工機は、海外市場の経済活動の回復により売上げは前年を上回
りました。
この結果、ライフ＆サポート事業の売上高は、61億７千９百万円（前期比6.5％増）となり

ました。
（住設機器事業）
住設機器としては、主に木・アルミ複合断熱建具、消音装置、鋼製防火扉等を製造・販売し
ています。木・アルミ複合断熱建具については、脱炭素社会の実現に向け木材利用が活発化し
ており、特に西日本エリアにおける大型公共物件の受注が堅調に推移しました。また、民間企
業の社屋建て替え時に、木材利用による「企業のイメージアップ」と「省エネルギー推進」を
目的として当社グループ製品を採用する動きが広がり、売上げは計画を上回りました。消音製
品についても、都市部の再開発事業、データセンター、ホテル、学校関係での需要が増えてお
り計画を上回りました。しかしながら、当期末時点においては前期末比較で大型案件が減少
し、売上高は前期実績を下回る結果となりました。
この結果、住設機器事業の売上高は、24億９千１百万円（前期比8.6％減）となりました。
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当事業年度の事業の状況

セ グ メ ン ト の 名 称 金額(千円) 構成比(％) 前期比(％)

モビリティ＆サービス事業 19,556,807 68.7 105.4

ラ イ フ ＆ サ ポ ー ト 事 業 6,179,300 21.7 106.5

住 設 機 器 事 業 2,491,265 8.7 91.4

そ の 他 の 事 業 246,868 0.9 102.4

合計 28,474,241 100.0 104.2

（その他の事業）
保険代理業、不動産管理・賃貸業及び長野リンデンプラザホテルの運営に係るホテル業が主

体となります。ホテル業は、ビジネス客及び観光客の宿泊需要がコロナ禍前の水準に順調に回
復しつつあるものの、新規参入を含めた同業他社との競争は激しさを増しております。
この結果、その他の事業の売上高は、２億４千６百万円（前期比2.4％増）となりました。

○当連結会計年度の売上高をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資の総額は２億７千４百万円で、特記すべき重要な投資は行ってお
りません。
③　資金調達の状況
　当連結会計年度中において、増資等の特記すべき調達は行っておりません。

(2) 重要な企業再編等の状況
　該当事項はありません。

－ 8 －
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第65期
2020年度

第66期
2021年度

第67期
2022年度

第68期
(当連結会計年度)

2023年度

売 上 高 (千円) 25,633,426 24,855,580 27,327,840 28,474,241

経 常 利 益 (千円) 1,606,319 1,205,549 1,816,552 2,253,131

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当  期  純  利  益  (千円) 521,797 566,217 1,167,803 713,568

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 35円89銭 38円87銭 79円91銭 48円67銭

総 資 産 (千円) 25,113,350 25,501,143 26,453,915 26,777,493

純 資 産 (千円) 11,950,351 12,405,928 13,786,520 15,031,635

1 株 当 た り 純 資 産 額 821円90銭 850円90銭 942円44銭 1,024円32銭

(3) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額
は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

２. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第67期の期首から適
用しております。

－ 9 －
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

千円 ％

エ ム ケ ー 電 子 株 式 会 社 30,000 100.0 当社の製品の生産及び部品加工を行って
おります。

エ ム ケ ー 興 産 株 式 会 社 475,000 100.0 保険代理業及び不動産管理・賃貸業を営
んでおります。

MK SEIKO(VIETNAM)CO., LTD. 1,279,537
(11,000千US$) 100.0 当社の製品の生産及び部品加工を行って

おります。

長野ﾘﾝﾃﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ株式会社 30,000 (100.0) ホテル業を行っております。

株 式 会 社 ニ ュ ー ス ト 50,000 100.0 建具製造業・建具工事業等を行っており
ます。

信 濃 輸 送 株 式 会 社 36,000 100.0 当社グループ製品及び一般貨物等の運送
を行っております。

株 式 会 社 ジ ャ パ ン シ ス テ ム 15,000 100.0 食品加工機等の販売を行っております。

株 式 会 社 シ ス テ ム 45,000 24.1
(100.0) 食品加工機等の製造を行っております。

株 式 会 社 メ タ ル ス タ ー 工 業 10,000 100.0 防火扉等の鋼製建具の製造を行っており
ます。

株 式 会 社 Ａ Ｚ ｘ 10,000 100.0 ＩｏＴ関連機器の企画・開発・販売等を
行っております。

(4) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。
②　重要な子会社の状況

（注）当社の議決権比率欄の（　）は、間接所有割合であります。

－ 10 －
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株式の状況、新株予約権等の状況

２ 会社の現況

①　発行可能株式総数 54,930,000株
②　発行済株式の総数 15,595,050株
③　株主数 2,950名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

丸 山 永 樹 1,300千株 8.9％

東京中小企業投資育成株式会社 1,170 8.0

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 721 4.9

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 721 4.9

エ ム ケ ー 精 工 従 業 員 持 株 会 645 4.4

三井住友海上火災保険株式会社 580 4.0

丸 山 繁 夫 506 3.4

早 　 川 　 弘 之 助 454 3.1

大 久 保 　 文 　 夫 404 2.8

昭 和 商 事 株 式 会 社 279 1.9

株 式 の 種 類 及 び 数 交 付 対 象 者 数

取締役（社外取締役を除く） 当社普通株式　　　34,304株 ６名

(1) 株式の状況（2024年３月20日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）１. 当社は自己株式を920,272株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

(2) 新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

－ 11 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2024/05/21 12:47:34 / 23068624_エムケー精工株式会社_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長 丸 山 将 一 社長執行役員

取 締 役 早 川 和 弘 常務執行役員ライフ＆サポート事業本部長

取 締 役 千 葉 和 樹 常務執行役員商品開発研究所長

取 締 役 沓 掛 吉 彦 執行役員モビリティ＆サービス事業本部長

取 締 役 和 泉 秀 樹 執行役員経理本部長

取 締 役 酒 向 邦 明 執行役員管理本部長
取 締 役 上 　 條 　 由 紀 子 国立大学法人九州工業大学先端研究・社会連携

本部産学イノベーションセンター特任教授・
弁理士

取 締 役 滝 沢 玲 奈 滝沢食品株式会社取締役

常 勤 監 査 役 近 藤 重 光

監 査 役 三 浦 伸 昭 公認会計士三浦伸昭事務所所長

監 査 役 廣 中 龍 蔵 株式会社ドッツ代表取締役

氏　　名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
丸 山 永 樹 2023年６月13日 任期満了 取締役相談役

(3) 会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2024年３月20日現在）

（注）１. 取締役上條由紀子氏及び滝沢玲奈氏は、社外取締役であります。
２. 監査役三浦伸昭氏及び廣中龍蔵氏は、社外監査役であります。
３. 監査役三浦伸昭氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し

ております。
４. 当社は、取締役上條由紀子氏、滝沢玲奈氏及び監査役三浦伸昭氏、廣中龍蔵氏を東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

②　事業年度中に退任した取締役及び監査役

－ 12 －
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会社役員の状況

区 分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役
員の員数
（名）固定報酬 譲渡制限付

株式報酬 退職慰労金

取 締 役
（うち社外取締役）

184,601
（4,200）

171,600
（4,200）

13,001
（－）

－
（－）

9
（2）

監 査 役
（うち社外監査役）

13,200
（3,120）

13,200
（3,120）

－
（－）

－
（－）

3
（2）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

197,801
（7,320）

184,800
（7,320）

13,001
（－）

－
（－）

12
（4）

③　取締役及び監査役の報酬等
イ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．使用人兼務取締役はおりません。
２．上表には、2023年6月13日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含ん
でおります。

ロ．非金銭報酬等の内容
　非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式であり、割当の際の条件等は「ニ．役員報酬等の内
容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は、
「２　会社の現況（1）株式の状況　⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対
し交付した株式の状況」に記載しております。
ハ．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役の金銭報酬の額は、1989年６月16日開催の第33回定時株主総会において月額
15,000千円以内と決議いただいております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな
い）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は18名です。
　また、2019年６月12日開催の第63回定時株主総会において、この報酬とは別枠で、譲
渡制限付株式付与のための報酬額として年額30,000千円以内（社外取締役を除く）と決議
いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は９名（うち、社外取締役は２
名）です。
　監査役の金銭報酬の額は、1989年６月16日開催の第33回定時株主総会において月額
2,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名で
す。

－ 13 －
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会社役員の状況

ニ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2021年２月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にか
かる決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の
決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、
当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
1) 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の健全かつ持続的な向上に取組むモチベーションを高
め、当社の発展を担う有為な人材を確保・維持できるレベルを目標とし、個々の取締役の
報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬については、固定報酬としての基本報酬(a)、譲渡
制限付株式報酬(b)および退職慰労金(c)から構成され、監督機能を担う取締役相談役およ
び社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬(a)および
退職慰労金(c)から構成されるものとする。

2) 金銭報酬（基本報酬および退職慰労金）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬
等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
(ⅰ) 当社の取締役の基本報酬(a)については、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数
に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案し
て決定する。

(ⅱ) 退職慰労金(c)については、取締役在任中の功労に報いるため支給することを取締役会
に一任する旨の株主総会決議により承認を得たうえで、取締役会にて当社所定の基準に
よる相当額の範囲内の報酬額を決議し、当該取締役退任時に支払うこととする。

3) 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する
方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
(ⅰ) 業績連動報酬については、導入していない。

－ 14 －
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会社役員の状況

(ⅱ) 非金銭報酬等については、譲渡制限付株式報酬(b)とし、各取締役の月例の固定報酬を
目処とする金額に相当する当社普通株式を毎年、株主総会開催後の一定の時期に支払う
ものとする。当該株式は当該取締役退任時までの間、譲渡を制限することにより、中長
期的な企業価値向上へのインセンティブ報酬と位置づけるものとする。

4) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の
額に対する割合の決定に関する方針
(ⅰ) 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本方針に沿って決定する月例の固定
報酬としての基本報酬(a)を基準として下記の割合を目安として決定する。
(a) 基本報酬（金銭報酬）
固定報酬の12か月分

(b) 業績連動報酬
導入なし

(c) 譲渡制限付株式（非金銭報酬）
基本報酬の１か月相当

(ⅱ) 金銭報酬としての退職慰労金(c)は、当該取締役の取締役在任期間、在任期間中の功
労、役位、月例の固定報酬等を総合的に勘案する当社所定の基準により決定する。

5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
(ⅰ) 個人別の基本報酬(a)の額については、株主総会にて決議された取締役の報酬等の総額
の範囲内において、取締役会にて代表取締役の基本報酬の額を決議するとともに、取締
役会決議により一任された代表取締役が、各取締役の役位、職責、業務執行の状況、会
社の業績等を総合的に勘案して各取締役の基本報酬の額を決定する。

(ⅱ) 業務執行取締役に支払われる譲渡制限付株式(b)については、取締役会にて個人別の月
例の固定報酬を目処とする金額に相当する当社普通株式の割当株式数を決定する。な
お、譲渡制限付株式割当契約に定める正当な理由でない事由により退任する場合、当社
は割当株式の全部を無償で取得する。

(ⅲ) 退職慰労金(c)については、退任する当該取締役の取締役在任期間、在任期間中の功
労、役位、月例の固定報酬等を総合的に勘案する当社所定の基準により取締役会にて決
定する。

－ 15 －
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会社役員の状況

ホ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　当事業年度におきましては、取締役の金銭報酬について、2023年６月13日開催の取締役
会において代表取締役社長丸山将一に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の
決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。
　代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等を俯瞰しつ
つ各取締役の担当について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したため
であります。

④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役上條由紀子氏は、弁理士であり、また、国立大学法人九州工業大学先端研究・
社会連携本部産学イノベーションセンターの特任教授を兼務しております。当社と兼務先
との間には特別の関係はありません。
・社外取締役滝沢玲奈氏は、滝沢食品株式会社の取締役であります。当社と兼務先との間に
は特別の関係はありません。
・監査役三浦伸昭氏は、公認会計士三浦伸昭事務所所長であります。当社と兼職先との間に
は特別の関係はありません。
・監査役廣中龍蔵氏は、株式会社ドッツ代表取締役であります。当社と兼職先との間には特
別の関係はありません。

－ 16 －
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会社役員の状況

出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 上 條 由 紀 子
当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回に出席いたしました。期待
される役割である、主に知的財産権、新規ビジネス、コンプライアンス、人
事戦略等の観点から意見を述べるなど、適切な役割を果たしております。

取 締 役 滝 沢 玲 奈

当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席いたしました。期待される
役割である、メディア報道の第一線で活躍された経験や、食品工場の管理業
務全般・経営に関する幅広い見識から意見を述べるなど、適切な役割を果た
しております。

監 査 役 三 浦 伸 昭

当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席し、また、監査役会５回全
てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、当
社の経理システム及び内部統制について適宜、必要な発言を行っておりま
す。

監 査 役 廣 中 龍 蔵

当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席し、また、監査役会５回全
てに出席いたしました。経営者やビジネスコンサルタントとしての経験や高
い見識から意見を述べるなど、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための発言を行っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況

⑤　責任限定契約の内容の概要
　当社と当社役員が締結している個別の責任限定契約はありませんが、当社定款において会社
法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役（取締役であったものを含
む。）及び監査役（監査役であったものを含む。）の当社に対する損害賠償責任を、法令が定
める範囲で免除することができる旨の定めをしております。

－ 17 －
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連結貸借対照表

連結計算書類

連結貸借対照表（2024年３月20日現在） （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

（資産の部）
流動資産

現金及び預金
受取手形、売掛金及び契約資産
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
未収入金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地
リース資産
建設仮勘定
その他

無形固定資産
のれん
リース資産
その他

投資その他の資産
投資有価証券
長期貸付金
退職給付に係る資産
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

17,443,655
4,870,322
5,040,255
2,610,928
1,666,730
2,802,101

135,870
331,876

△ 14,430
9,333,838
4,963,021
1,505,861

132,695
3,110,030

116,193
20,623
77,615

997,530
232,289

5,015
760,226

3,373,286
2,208,717

153,946
829,899
149,492
265,724

△ 234,494　

（負債の部）
流動負債 9,901,157

支払手形及び買掛金 1,292,338
短期借入金 1,600,000
１年内返済予定の長期借入金 976,896
リース債務 221,178
未払金 4,122,893
未払法人税等 517,960
賞与引当金 557,560
製品補償対策引当金 133,324
その他 479,006

固定負債 1,844,700
長期借入金 1,033,310
リース債務 253,783
繰延税金負債 241,590
退職給付に係る負債 276,209
その他 39,807

負債合計 11,745,857
（純資産の部）
株主資本 13,788,731

資本金 3,373,552
資本剰余金 2,935,630
利益剰余金 7,908,982
自己株式 △ 429,433

その他の包括利益累計額 1,242,904
その他有価証券評価差額金 770,464
為替換算調整勘定 566,894
退職給付に係る調整累計額 △ 94,454

純資産合計 15,031,635
資産合計 26,777,493 負債・純資産合計 26,777,493

－ 18 －
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連結損益計算書

連結損益計算書（2023年３月21日から2024年３月20日まで） （単位：千円）

科目 金額
売上高 28,474,241
売上原価 19,260,245

売上総利益 9,213,995
販売費及び一般管理費 7,086,924

営業利益 2,127,071
営業外収益

受取利息 77,056
受取配当金 67,518
その他 60,886 205,460

営業外費用
支払利息 33,312
為替差損 16,749
その他 29,337 79,400
経常利益 2,253,131

特別利益
固定資産売却益 872
投資有価証券売却益 886 1,758

特別損失
固定資産除売却損 3,509
減損損失 831,415 834,925

税金等調整前当期純利益 1,419,965
法人税、住民税及び事業税 779,531
法人税等調整額 △ 73,134 706,396

当期純利益 713,568
親会社株主に帰属する当期純利益 713,568

－ 19 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2024/05/21 12:47:34 / 23068624_エムケー精工株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査報告

監査報告

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 藤 義 文
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 宮 直 樹

独立監査人の監査報告書
2 0 2 4 年 ５ 月 1 0 日

エムケー精工株式会社
取 締 役 会　御 中

東 邦 監 査 法 人
（東京都千代田区）

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、エムケー精工株式会社の2023年３月21日から2024年３月20日
までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、エムケ
ー精工株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 20 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 21 －
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連結計算書類に係る監査報告

常 勤 監 査 役 近 藤 重 光 ㊞
社 外 監 査 役 三 浦 伸 昭 ㊞
社 外 監 査 役 廣 中 龍 蔵 ㊞

連結計算書類に係る監査報告書

　当監査役会は、2023年３月21日から2024年３月20日までの第68期事業年度に係る連結計算
書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい
て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連結計算書類について取締
役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人が独立の立
場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業
年度に係る連結計算書類について検討いたしました。

２．監査の結果
会計監査人東邦監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月17日

エムケー精工株式会社　監査役会

　

連結計算書類に係る監査報告
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貸借対照表

計算書類

貸借対照表（2024年３月20日現在） （単位：千円）

科目 金額 科目 金額
（資産の部）
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
短期貸付金
未収入金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車輌及び運搬具
工具器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
借地権
リース資産
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
長期貸付金
保険積立金
前払年金費用
その他
貸倒引当金　

11,437,638
1,356,873
1,193,670
2,796,666
2,563,825
1,189,712
1,835,047
138,000
39,854
332,628
△8,641

11,025,798
3,747,892
1,202,971
18,088
43,664
1,277
48,743

2,337,609
74,913
20,623

652,566
283,961
1,336

367,268
6,625,339
2,105,726
2,131,245
1,279,537
282,500
4,760

945,510
175,209
△299,149　

（負債の部）
流動負債 8,376,489
支払手形 367,007
買掛金 676,258
短期借入金 1,200,000
１年内返済予定の長期借入金 970,920
リース債務 206,042
未払金 3,860,858
未払法人税等 366,948
預り金 56,225
賞与引当金 476,800
製品補償対策引当金 133,324
その他 62,102

固定負債 1,571,376
長期借入金 1,020,740
リース債務 217,769
繰延税金負債 255,523
退職給付引当金 68,892
その他 8,450

負債合計 9,947,865
（純資産の部）
株主資本 11,757,217
資本金 3,373,552
資本剰余金 2,935,630
資本準備金 655,289
その他資本剰余金 2,280,340

利益剰余金 5,877,467
利益準備金 302,000
その他利益剰余金 5,575,467
別途積立金 1,100,000
圧縮記帳積立金 187,356
繰越利益剰余金 4,288,110

自己株式 △429,433
評価・換算差額等 758,354
その他有価証券評価差額金 758,354

純資産合計 12,515,571
資産合計 22,463,436 負債・純資産合計 22,463,436

－ 23 －
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損益計算書

損益計算書（2023年３月21日から2024年３月20日まで） （単位：千円）

科目 金額

売上高 23,580,857
売上原価 16,033,338

売上総利益 7,547,519
販売費及び一般管理費 6,042,120

営業利益 1,505,398
営業外収益

受取利息 4,116

受取配当金 166,636

その他 49,323 220,075

営業外費用

支払利息 31,148

その他 15,127 46,276

経常利益 1,679,197
特別利益

固定資産売却益 872

投資有価証券売却益 886 1,758

特別損失

固定資産除売却損 1,650

減損損失 831,415 833,065

税引前当期純利益 847,890
法人税、住民税及び事業税 532,654

法人税等調整額 △ 95,386 437,267

当期純利益 410,622

－ 24 －
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計算書類に係る会計監査報告

監査報告

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 藤 義 文
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 宮 直 樹

独立監査人の監査報告書
2 0 2 4 年 ５ 月 1 0 日

エムケー精工株式会社
取 締 役 会　御 中

東 邦 監 査 法 人
（東京都千代田区）

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、エムケー精工株式会社の2023年３月21日から2024年３
月20日までの第68期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告

－ 25 －
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフ
ガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 26 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2023年３月21日から2024年３月20日までの第68期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部
門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会
社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する
取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必
要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告

－ 27 －
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監査役会の監査報告

常 勤 監 査 役 近 藤 重 光 ㊞
社 外 監 査 役 三 浦 伸 昭 ㊞
社 外 監 査 役 廣 中 龍 蔵 ㊞

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書並びに計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について
検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人東邦監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月17日

エムケー精工株式会社　監査役会

　

－ 28 －
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

議案　剰余金処分の件
　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
　期末配当に関する事項
　当社は、株主の皆様への適切な利益還元を重要な政策と位置づけ、財務体質の強化を図りつ
つ業績を加味した利益還元を実施していくことを基本方針としております。
　当期の期末配当につきましては、この方針に基づき財務状況や業績等を総合的に勘案しまし
て、株主の皆様のご支援にお応えするため、以下のとおりといたしたいと存じます。
①　配当財産の種類
金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金８円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は117,398,224円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月19日といたしたいと存じます。

以　上

－ 29 －
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地図

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図

会　場　長野県千曲市大字雨宮1825番地
当社本社　厚生会館
ＴＥＬ　026－272－0601（代）
ＦＡＸ　026－272－4912
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